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議案第３４号  

財産の処分について  

次のとおり財産を処分することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求

める。  

１  処分する財産  

種類  内  容  

土地  

所   在：羽生市大字上岩瀬字中妻７００番３  外２筆  

地   目：公衆用道路  

地積合計：１３４８．５１㎡  

所   在：羽生市大字上岩瀬字中妻６８５番４  外３筆  

地   目：用悪水路  

地積合計：１０６６．９１㎡  

  処分する財産の所在、地目及び地積は、別紙のとおり。  

２  処 分 の 方 法  随意契約による譲与  

３  処 分 金 額  無償  

４  処分の相手方  埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１４番２１号  

          埼玉県  

          埼玉県公営企業管理者  高柳  三郎  

５  処 分 の 目 的  本市と県の共同事業である羽生上岩瀬地区産業

団地整備事業において、県が事業主体となって

事業区域内の市有地を含む産業団地の整備を行

うことから、同事業に関する基本協定に基づい

て県に譲与する。  

令和３年２月２４日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    
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（別  紙）  

種類  内    容  

土地  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻７００番３  

地  目：公衆用道路  

地  積：４１４．９２㎡  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻７８３番５  

地  目：公衆用道路  

地  積：５１３．４１㎡  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻８２９番２  

地  目：公衆用道路  

地  積：４２０．１８㎡  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻６８５番４  

地  目：用悪水路  

地  積：７８．５５㎡  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻７３４番３  

地  目：用悪水路  

地  積：１８８．３１㎡  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻７９３番２  

地  目：用悪水路  

地  積：４００．０９㎡  

所  在：羽生市大字上岩瀬字中妻８４６番２  

地  目：用悪水路  

地  積：３９９．９６㎡  

 

 


